
生活福祉資金とは、低所得者や障害者、高齢者が、生活や仕事で「独立自活」するために

資金が必要なとき、賃し付けができる制度で、もちろん、自営業者でも借りる事が可能です。

賃し付けの対象者は、(1)賞し付けで独立自活鵞 る低所得者(2)身体障害者手帳を持つ

ている人(3)療 育手帳の人(4)精 神障害者福祉手帳の人(5)65歳 以上の高齢者のいる世

帯です。(2X3X4)は 所得制限がなく、それ以外は市町村民税非課税程度とされています。
「総合支援資金」は、生活の立て直しのために継機的、一時的な資金の質し付けを行いま

す。生活支援費、住居入居費、一時生活再建費などがあります。
「福祉資金」には、自営業にかかわつて「生業を営むために必要な費用」(貸付限度額目安は

460万 円)があります。

詳しい資金の種類や貸し付け条件については、民 商 |こ問 い 1針わ trて くださι)。

雇用情勢の悪化で失業者、低所得者が急増する事が見込まれ、多重債務問題が深刻になつ

ている事もあり、10月 から制度が「見直し」されました。生活支援費は生活の再建へのつなぎ

融資としてすぐに実行されています。この制度を知らせ活用していきましょう。

◇ 確 定 申 告 班 会 の ご 案 内 日程 ◇
(個 別 に 随 時 発 送 い た しま す 。 )

今後の予定
1月23日(ホ)3.:3重 税反対続―行動

実行委員会 :4時 ～
2月 3日(ホ)三 役会

法律相議会
2月 7日(日)拡 大宣伝行動日

(炊き出し)'0時 ～

常任理事会 7時 ～

2月 19日 (金)大 黒

2月 22日 (月)千 歳

2月 23日 (火)若 宮

2月 25日 (木)西 須磨

2月 26日 (金)区 外

3月  1日 (月)区 外
(毎週水曜日 なんでも相談日)

無料法律相談 事自有予約をお願します。

2月 3日 (水)須 磨民商2F

18:00～ 19100

(定例 :毎月第一水曜日)
日程が変更になる場合があります。

2月  4日 (木)自 川

2月  5日 (金)名 谷

2月  8日 (月)横 尾

2月 12日 (金)妙 法寺

2月 15日 (月)板 宿

2月 16日 (火)東 須磨

2月 18日 (木)大 黒

税務署から確定申告書が届き始めています

申告に必要な各種控除証明書(国保料・国民年金口生命保険ロ

地震保険・源泉徴収票など)きちんと整理しておきましょう。

2月 9日(火)
2月10日(ホ) 7詢 ク決畿集会 7時 ～

rn25日 (‐ )― Z9


